
 

 

陳  情  文  書  表 

 

 

受 理 番 号 ・ 受 理 

年 月 日 及 び 件 名 

 陳情第36-1号（５．11．21） 

議員の不適切発言の撤回を求める陳情 

陳 情 の 要 旨 １．令和５年５月19日の教育こども委員会における、山口由美議員

（自民党）の発言は、事実誤認であり、「客観的事実」ではない。よ

って、常任委員会での発言を撤回すること。併せて、同人がなぜこの

ような発言に至ったのか、その要因に教育委員会の関与がなかったか

も明らかにすること。 

 

陳 情 者 の 住 所 

及 び 氏 名 

兵庫県伊丹市 

 学校事故事件被害者遺族の会代表 

 新上五島町いじめ自死第三者委員会委員 

 西尾 裕美 

送 付 委 員 会  教育こども委員会 

 




























